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５ 月 教 育 委 員 会 会 議 会 議 録 

 

          日時：令和５年５月２５日（木）  午後２時 

          場所：山口県教育庁教育委員会室             （公開） 
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 それでは、ただいまより令和５年５月の教育委員会会議を開催いた

します。 

 なお、頴原委員は所用のため欠席されていますので報告いたします。 

 最初に本日の署名委員の指名を行います。 

 佐野委員、小崎委員よろしくお願いします。 

 

 それでは本日の議題の審議に入る前に、審議の公開の可否について

決定したいと思います。本日の議題のうち、議案第１号、議案第２

号、議案第３号、議案第４号、報告事項５は、教育行政の公正又は円

滑な運営に支障を生じるおそれがあることから、「地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第１４条第７項」の規定に基づき、非公開と

することが望ましいと考えますが、いかがでしょうか。 

 

承 認 

 

 それでは、議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、報

告事項５については非公開で審議することといたします。 

 

それでは、議案の審議に入りたいと思います。 

 議案第５号について、特別支援教育推進室から説明をお願いしま

す。 

 

山口県教育支援委員会委員の任命について、御協議をお願いしま

す。議案書の２ページからになります。まず、教育支援委員会につき

まして、３ページ別紙１を御覧ください。 

この、山口県教育支援委員会規則の第２条にありますように、この

委員会は、就学する児童生徒について、特別支援学校の対象になるか

どうかの判断であったり、障害の種類や程度の判定が困難であったり

する場合に、県立特別支援学校や市町教育委員会からの依頼に基づい

て調査審議を行う県教委の附属機関です。この委員会の委員は、第３

条第２項の規定により、教育委員会が任命をすることとなっておりま

す。また、第４条の規定により、委員の任期は２年間で、現任の委員

については、令和４年６月１日から令和６年、来年の５月３１日まで

となっておりますが、このたび、委員の辞任等により改選の必要が生

じましたことからお諮りをするものです。 

 委員候補者を４ページの別紙２にお示しております。委員には、障

害のある児童生徒の就学相談の経験を有する福祉分野での学識経験

者、医療分野での専門医、教育関係者を任命しているところですが、

この名簿の１５番の１名が新任、その他の１４名が現任で、継続とな

ります。新任委員について、１５番の岡﨑候補は前任の清永氏の山口

県特別支援教育研究連盟役員の退任に伴う御辞退によるものでござい

ます。なお、今回任命する委員の任期は、現任委員の任期の満了と同
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じく、令和６年５月３１日までとなります。以上、御協議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

ただいま特別支援教育推進室から議案第５号について説明がありま

したが、意見、質問はありますか。 

 

 議案第５号について、承認することとしてよろしいですか。 

 

 承 認 

 

議案第５号を承認いたします。 

それでは報告事項に入りたいと思います。 

報告事項１について、教職員課から説明をお願いします。 

 

今年度実施をいたします、令和６年度山口県公立学校教員採用候補

者選考試験についてです。資料の５ページを御覧ください。 

 教員採用試験の概要については、３月１４日に実施大綱として発表

したところですが、このたび、５月１１日に採用見込者数を含めた試

験の詳細な内容を実施要項として発表しました。 

まず、１の（１）の選考区分及び志願区分（校種等）についてです

が、アの一般選考からケの教職チャレンジサポート特別選考までの９

つの区分で実施します。次のページ（２）の教科（科目等）及び採用

見込者数についてですが、全体で４３３人程度としており、昨年度の

３７０人程度と比べ６３人の増加となっています。校種別、教科（科

目等）別の内訳については、表にお示ししているとおりです。 

 次の７ページを御覧ください。２の出願受付期間は、要項発表後の

５月１２日（金）から受け付けを開始しており、５月３１日（水）ま

でとしています。３の試験期日につきましては、第一次試験を７月８

日(土)、９日(日)の２日間、第二次試験を８月１９日（土）、２０日

（日）の２日間で実施することとしていますが、小学校の個人面接に

ついては２０日（日）から２２日（火）までのうち指定する１日で実

施します。４の試験会場については、一次試験は山口会場の県内３高

校、関西会場の尼崎市総合文化センター、東京会場の東京海洋大学越

中島キャンパスで実施し、二次試験は県内４高校で実施します。 

５の試験内容はお示ししているとおりです。また、６の試験結果の発

表については、一次は８月２日（水）、二次は１０月３日（火）とし

ています。 

次に、７の試験の主な変更点についてですが、お示ししていますよ

うに６項目あります。１点目は「教職チャレンジサポート特別選考の

新設」、２点目は「国公立学校本採用教員経験者を対象とした第一次

試験の教職専門免除」、３点目は「国公立学校本採用教員経験者のう

ち、志願区分と同一かつ３年以上の勤務経験を有する者を対象とした

第一次試験免除」、４点目は「臨時的任用教員等を対象とした教職専

門免除における在職期間の見直し及び対象者の拡大」、５点目は「ス

ポーツ・芸術特別選考及び看護科教諭特別選考における試験項目の見

直し」、６点目は「選考に当たっての考慮事項の見直し」です。８の

実施要項の請求等についてはお示ししているとおりです。９のその他
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については、今後、試験実施に関する変更が生じる場合は、教職員課

のウェブページに内容を掲載するとともに、出願の際に登録していた

だく緊急連絡メールにより周知することとしています。 

最後に、１０の説明会についてです。今年度は、５月１５日（月）

から２０日（土）の間で、県内大学会場やオンラインで説明会を実施

しました。令和６年度試験の変更点等や山口県教育について説明する

とともに、現職教員から試験に対する心構えや学校現場での経験など

を熱く語っていただきました。今回新設しました教職チャレンジサポ

ート特別選考のオンライン個別相談会では、全国各地から参加があ

り、制度について理解を深めていただいたり、受験時の不安な点を解

消していただいたりなど、有意義な相談会となりました。また、資料

にはありませんが、これらに加えて、実施要項発表後の２日間で県外

の大学等７９校を一斉に訪問し、県内出身の学生と面談をするなど、

募集活動を行ったところです。以上、御報告申し上げます。 

 

ただいま教職員課から報告事項１について説明がありましたが、意
見、質問はありますか。 
 
大変積極的な選考の方針が出されたと感じております。全体で昨年

度比率で１７％プラス、中学校に至っては３０％プラスということ
で、かなり新しい方が採用される方針、方向で期待されるんじゃない
かなと思っております。その中でちょっと教えていただきたいのです
が、まず、教職チャレンジサポートの中で実技という項目が入ってい
るのですが、多分求めている人材からして、教員として活動が充分な
のかという資質が見たいのか、それともその人の特性とか特技的なと
ころをしっかり見たいのか、どういったＰＲをされるところを見たい
のかなと思いました。それと、今回かなりの方を採用されるという形

なので、それに対してサポート的なプログラムがある程度必要なので
はないかと思うのですが、その辺り何かどういう風にされていらっし
ゃるのかというところです。あとは今回、説明会がＷｅｂページに掲

載されていらっしゃるということで、私も説明動画を見させていただ
いたのですが、とても良くできておりました。どんな人物を採用した
いんだなというのがすごくよく分かって良いなと思ったのですが一
点、ＹｏｕＴｕｂｅを使われていたので、設定の仕方だと思うんです
けど、見ている間に広告が入ってしまい、何とかならないものかなと
思いました。その辺り三点よろしくお願いします。 
 
まず、教職チャレンジサポート選考の実技についてですが、こちら

が本人が志願します教科、科目で実技があるものについては実技を行

うという、例えば美術であるとか音楽であるとかというものについて
は実技が課せられるということになります。例えば高校の数学を希望
するのであれば、実技はございませんので、当然これも実技がないと
いうことになります。それからもう一点、多くの採用者が増えること
になりますので、そのサポートということになりますけれども、そち
らは通常の初任者研修でありますとか、学校で行う研修はもちろんで
すけれども、義務教育課で行われている例えば１０００日プランとい
うものも含めまして市町教委、県教委でサポートしていきたいと思っ
ております。それから、ＹｏｕＴｕｂｅの広告については、申し訳ご
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ざいませんがまたこちらで研究したいと思います。 
 
前回も説明をいただいたのかもしれないのですけれども、採用見込

者数が、今年度とても増えていると思うのですね。これはここに書い
てある退職者数と児童生徒数の推移のみの理由を考えただけの増加数
なのでしょうか、他に何か理由があるのでしょうか。 
 
基本的には採用人数につきましては、退職者数であるとか児童生徒

数の増減等を考えて、中長期的に極端に増えたりしないように考えて
います。また、定年が引き上げられて、２年に一回定年退職者がいな
いというような状況にございますが、その辺りはしっかりならして、
採れるようにということで考えております。 
 
今後多分、子ども達の数が減っていくと、生徒数が減っていくとは

思うのですが、それとは反対に結構特色のある子ども達がやっぱり増

えてくると思うんですね。もちろん不登校の問題とか、だから本当、
子どもは減るけれども、一人に対する時間のかけ方というのが先生達
にはすごく重要なことになってくると思うので、先生の採用数も減ら
す方向ではなく、なるべく子ども達のその状況に合わせて増えていっ

たらいいな、子ども一人に対して一人の先生がしっかり見てくれるよ
うな、そうなればいいなと思っています。 
 
それでは、報告事項１については、以上のとおりとします。 
続いて報告事項２について、義務教育課から説明をお願いします。 

 
４月に実施されました全国学力・学習状況調査についての概要を御

報告いたします。お手元に本年度の調査問題をお届けしていますが、

ここでは、別冊の資料を使って御説明いたします。 
  まず、１１ページの項目２、３を御覧ください。今年度は、小学校
第６学年と中学校第３学年を対象に、４月１８日（火）に実施されま
した。項目４にお示しのとおり、実施教科は、小学校が国語、算数、
中学校が国語、数学、英語です。前回、令和４年度からの変更点は、
４年ぶりとなる英語の調査があったことです。英語の調査について
は、「聞くこと」「書くこと」「読むこと」については紙で、「話す
こと」については、生徒の１人１台端末を活用してオンラインで実施
されています。「話すこと」調査は、インターネット環境を考慮し、
４月１８日から５月２６日の期間において、文部科学省が指定した日
に実施することとなっています。調査内容は、全体として、学習指導
要領の理念・目標・内容に基づき、前の学年までに十分身に付け、活
用できるようにしておくべきと考えられる内容が、各領域からバラン

スよく出題されています。 項目５でお示しのとおり、本県では、小・
中学校合わせて４１２校、約２１,２００人の児童生徒が調査を実施し
たところです。大きなトラブルなく調査を終えることができておりま
す。調査結果等につきましては、７月末頃、各教育委員会及び学校に
対して文部科学省から提供される予定です。 
それでは、問題の概要について御説明いたします。まず、教科に関

する調査です。資料１２ページを御覧ください。小学校国語です。経
験したことを基に文章を書く場面、目的をもって複数の文章を読む場
面、身近な人にインタビューをする場面など、全ての問題において、
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日常生活で行う言語活動が設定されています。設問については、複数
の情報の内容や関係性を捉える問題、複数の文章を関連付けて読み、
自分の考えを述べる問題、目的や相手に応じたインタビューの仕方を

考える問題など、実際の学習場面や学校生活での活用を想定した問題
が出題されました。１２ページから１５ページに、特徴的な問題とし
て、複数の文章を関連付けて読み、自分の考えを述べる問題をお示し
しています。この問題は、１２ページから１４ページの運動や食事に
関する三つの資料を基に、自分の考えをまとめ表現する問題となって
おります。 
資料１６ページは、小学校算数です。筋道を立てて説明したり論理

的に考えたりして、自ら納得したり他者を説得したりすることが大切
であることから「事実」「方法」「理由」を説明する場面が設定され
ています。設問については、求め方と答えを式や言葉を用いて記述
し、その結果から条件に当てはまるかどうかを判断する問題、集計し
た記録を分析する際に、複数の棒グラフを根拠にまとめを書く問題、

テープを折ったり切ったりしてできる図形の角や面積を求める問題が
出題されました。１６ページから１９ページに、特徴的な問題とし
て、求め方と答えを式や言葉を用いて記述し、その結果から条件に当
てはまるかどうかを判断する問題をお示ししております。この問題

は、１８ページから１９ページにお示ししているとおり、１２０㎝の
棚に３種類のファイルを２３人分並べることができるかを、式や言葉
を使って求める問題となっております。 
次は中学校国語です。２０ページを御覧ください。インターネット

で集めた情報を基にインタビューをする場面、二つの文章を関連付け
ながら読み、自分の考えをもつ場面、興味をもったことについてレポ
ートにまとめる場面、古典作品の原文と現代語訳等を読み比べる場面
など、全ての問題において、日常生活で行う言語活動が設定されてい

ます。設問については、インタビューしたことを基に自分の考えを述
べる問題、 二つの文章の内容を踏まえながら自分の考えを述べる問
題、レポートの目的に沿って説明の仕方を考える問題など、実際の学
習場面や学校生活での活用を想定した問題が出題されました。２０ペ
ージから２２ページに特徴的な問題として、二つの文章の内容を踏ま
えながら自分の考えを述べる問題をお示ししております。この問題
は、２０ページから２１ページの読書に関する二つの文章を読んで考
えたことについて表現する問題となっております。 
資料２３ページは中学校数学です。見いだした事柄や事実、事柄を

調べる方法や手順、事柄が成り立つ理由等を説明する場面設定がされ
ています。設問としては、「データの活用」領域の表や箱ひげ図から
複数の集団のデータの分布傾向を比較して捉え、判断する理由を数学
的な表現を用いて説明する問題、日常的な事象について、一次関数の

グラフや数式を用いて解決方法を説明する問題、図形の性質につい
て、既に示された証明を振り返って統合的・発展的に考察する問題が
出題されました。２３ページから２５ページに特徴的な問題として、
複数の集団のデータの分布傾向を比較して捉え、判断する理由を数学
的な表現を用いて説明する問題をお示ししております。この問題は、
２５ページにお示ししているとおり、二つの箱ひげ図の箱に注目して
黄葉日の傾向を捉える問題となっております。 
資料２６ページは中学校英語です。メールやウェブサイト、オンラ

インなどＩＣＴを活用した場面や、授業における学習活動場面など、
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日常生活と関連付けられた場面が設定されています。設問については
まとまりのある英文を読んで概要を捉える問題や、学校紹介について
まとまりのある文章を２５語以上で書く問題、英文を読んで概要を捉

え、求められることに対して適切に対応する力をみる「読むこと」と
「書くこと」を組み合わせた技能統合型の問題が出題されました。２
６ページから２７ページに、特徴的な問題として「読むこと」と「書
くこと」を組み合わせた技能統合型の問題をお示ししております。こ
の問題は２６ページのロボットを話題にした英文を読み、自分の考え
を文章で書く問題になっております。 
続いて質問紙調査について２８ページを御覧ください。まず、児童

生徒に対する質問紙調査につきましては、小学校と中学校で多少、表
現のちがいはあるものの同質の質問内容となりました。また、新たに
追加された質問を２８ページから２９ページにお示ししております。
追加された質問として、外国の人との関わり、学校の部活動、英語の
授業に関するもの等がありました。 

学校に対する調査につきまして３０ページを御覧ください。小学校
と中学校で多少、表現のちがいはあるものの、同質の質問内容となり
ました。また、新たに追加された質問を３０ページから３２ページに
お示ししております。追加された質問として、日本語指導、英語の指

導方法、配慮が必要な児童生徒に対するＩＣＴ活用に関するもの等が
挙げられます。昨年度同様、新型コロナウイルス感染症の影響に関す
る項目がありました。以上で、今年度の全国学力・学習状況調査につ
いての報告を終わります。 
 
ただいま義務教育課から報告事項２について説明がありましたが、

意見、質問はありますか。 
 

４年ぶりということで、やはり気になるのが新型コロナの間にどの
ような影響が子ども達にあったのかというところで、その辺りまた結
果出ましたら分析していただきたいと思います。実際に結果は７月と
いうことですけども、実施されて、何か感じられることとかありまし
たでしょうか。それともう一つ、文部科学省が指定した日というのが
４月の１８日から５月の２６日までですけど、初回目の４月１８日に
されておられますけども、その辺りは何か理由があるのでしょうか。 
 
まずは結果分析につきましては、まとまり次第お知らせしたいと思

っております。それから、コロナの影響で今回のテストについて何か
変化があったということに関しては、さほど感じておりませんが、テ
ストの内容自体は、児童生徒達が複数の文書をしっかり読み込んで、
その結果、回答まで辿り着くという問題の傾向が見られました。各学

校においては、資料を読み、自分の考えを述べるような授業が取り組
まれていたりとか、そういうところは見られているところです。それ
から英語の４月１８日からというのは、４月１８日の方は文部科学省
の方で指定された学校が本県では５校ありまして、そこが実施してい
るということでございます。それ以降については、２６日まで間をと
っているというのは、その間の各学校の学校行事のこともあります
し、主にはインターネット環境への配慮ということで振り分けて行わ
れたものでございます。 
 



- 7 - 

佐 野 委 員 
 
 

 
小 崎 委 員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

義務教育課長 

 
 
 

和 泉 委 員 

 
 
 
 

義務教育課長 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

佐 野 委 員 
 
 
 
 

義務教育課長 

何か複雑な長文問題が多くなっているので、多分そういった学力を
身に付けてほしいという方向性なのだとは思いますけれども、しっか
り対応していただければなと思います。 

 
学校質問紙の中の最後の方の「家庭や地域との連携等」というとこ

ろで、コミュニティ・スクールという文言がこのたび初めて出てきま
した。地域としては大変うれしいことですし、その結果がとても知り
たいなというのと、山口県もそうですけども、他県の先生方がこのコ
ミュニティ・スクールであるとか、地域との関係というのをどのよう
に感じていらっしゃるのかというのがすごく興味があるので、全県の
とは言いませんけど、何か主な、特に低いとことか、特に高いところ
とかというのがもし分かるようであればこちらの方もまた教えていた
だけたら参考になるのでよろしくお願いします。 
 
こちらも情報を収集いたしまして、お示ししたいと思っています。

それから我々も、こういう質問紙項目と実際の結果とかがどのように
リンクをしているのかというものを踏まえて分析したいと思います。 
 
英語に関して、「話すこと」が文科省が指定した日に、オンライン

で実施するということになっているというのが、オンラインで具体的
にどんな形でやられているのでしょうか。全ての学校がオンラインで
対応、問題なくできたのでしょうか。 
 
先程申しましたが実施日が明日までとなっていますので、まだやっ

てない学校もあるかと思います。調査方法については、話すことの調
査は基本的に口述式の調査でございます。調査方法は、生徒が持って
おります１人１台端末を活用し、文部科学省のＣＢＴシステムを用い

たオンラインの音声録音方式で実施するものです。実際に文科省から
来た問題が子ども達の１人１台端末において音声で出題されて、それ
を子ども達がヘッドセットで聴いておりまして、それに対して子ども
達一人ひとりが答える、それで答えたのを確認したらそれを保存し、
送信する、という流れです。現在、ほとんどの学校が実施しておりま
して、大きなトラブルはないと聞いておりますけれども、実際には全
てが上手くいっている訳ではなくて、中にはインターネットの環境の
不具合や、あとは個人的な操作の仕方で上手くいかずに、その日の放
課後に改めて行うというケースもあります。先生方も初めてなので大
変だったと感じています。学校によっては、全校体制でしっかり準備
をし、複数の先生が関わってやるところがある反面、何とかなるだろ
うという気持ちでやったところはちょっと上手くいかないこともあり
ます。ただしほとんどの学校がその日のうちに実施できました。何か

あったらコールセンターというところに連絡をし、その対応を学校が
直接聞いて、それで対応しているという形で進めております。 
 
検査結果の公表についてなんですけれども、これはデータで文部科

学省から送られて来るんでしょうか、それとも何か紙形式なのでしょ
うか。後で分析するのにデータの方がいいんじゃないかなと思うんで
すけれども、その辺りどんな感じなんでしょうか。 
 
文部科学省から各市町の教育委員会にデータで送られてきます。 
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それでは、報告事項２については、以上のとおりとします。 
続いて報告事項３、報告事項４について、まとめて高校教育課から

説明をお願いします。 
 
 それでは、令和５年３月新規高等学校等卒業者の就職状況等につい
て御報告します。資料①の３３ページをお開きください。御覧いただ
いている「求人・求職・就職状況」は、山口労働局から発表された本
年３月末現在のデータを基に作成した一覧表です。上段の（ ）内
は、昨年３月末の数値となっています。 
まず、Ａの欄の「求人数」は、合計で６，３１０人であり、昨年同

期の５，５８９人より７２１人、率にして１２．９％増加しておりま
す。その下、Ｂの欄の「就職希望者数」は、合計で２，５０３人であ
り、昨年同期の２，５７９人より７６人、率にして２．９％の減少と
なっております。求人数を就職希望者数で割った、いわゆる「求人倍

率」は、Ｃの欄にありますように２．５２倍となりました。こうした
状況の下、Ｄの欄「就職内定者数」は、合計で２，４９７人、Ｅの欄
「就職内定率」は、合計で９９．８％となり、１０年連続で９９％台
の高水準、また、９９．８％は昨年と並んで過去最高の値です。さら

に、Ｆの欄にあります「県内・県外就職内定比率」については、県内
は８４．６％と昨年度から０．３ポイント上昇し、県内就職内定比率
も過去最高となったところです。なお、就職を希望しながらも、決定
しないまま卒業した生徒は、Ｂの就職希望者数合計の２，５０３人か
らＤの就職内定者数合計の２，４９７人を引いた６人となり、前年同
期と比べ２人増加しています。未内定者に対しては、引き続き、各公
共職業安定所や山口しごとセンターなどの関係機関との連携を図りな
がら、就職の相談や斡旋等に努めてまいりたいと考えております。 

続きまして、報告事項４、今年度の高校生就職支援事業についてで
す。３４ページを御覧ください。 
将来にわたって活力ある山口県をつくっていくためには、人口減少

対策を着実に進めていくことが県政の最重要課題となっています。県
教委といたしましても、若者の県内定住・県内定着に向けた取組を推
進することが必要であるという認識に立って、高校生の主体的な県内
就職を促進しているところです。こうした中、現在の高校生を取り巻
く雇用情勢を踏まえ、県内企業の理解に向けた「ガイダンスの充実」
と「マッチングの促進」の二つに重点を置きながら、資料にお示しし
ております１から５の事業を展開しているところです。１の県内就職
ガイダンス等充実事業では、地域産業魅力発見セミナーと地域産業就
職ガイダンスを引き続き実施しており、令和３年度に整備されたＩＣ
Ｔ環境も活用しながら、取組の充実を図ってまいります。２の県内就

職サポーター等配置事業におきましては、３つ目の○の県内就職促進
統括マネージャーを中心として、県内企業情報の分析と県内広域マッ
チングを、組織的に行うこととしております。３の県内企業就職セミ
ナー事業は、県内企業・県内就職の魅力やよさを生徒・保護者に伝え
る取組です。県内企業就職説明会については、高校生とその保護者が
企業の方と直接面談する機会の確保に加え、動画による企業情報の配
信を行うこととしております。４の県内企業訪問推進事業において
は、求人開拓や応募前職場見学はもとより、職場定着指導等のための
教員等の企業訪問を実施することとしております。５の県内就職促進
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協議会につきましては、より多くの企業と学校に情報交換をしていた
だくため、午前と午後の二部制とし、Ⅰ期は県内６地区において対面
形式で実施し、Ⅱ期は地区別の協議会に参加できなかった企業を対象

として、オンライン形式での実施を予定しております。このようなさ
まざまな事業展開も行う中で、今年度も引き続き、就職を希望する全
ての生徒の進路実現や、高校生の県内就職に向けた取組を、学校・関
係機関と連携しながら積極的に推進してまいりたいと考えておりま
す。以上で、報告を終わります。 
 
ただいま高校教育課から報告事項３、報告事項４について説明があ

りましたが、意見、質問はありますか。 
 
なかなか把握が難しいと思うんですけれども、山口県内に就職され

た数は分かるんですけれども、県外で高等学校を卒業され、山口県に
来られた方の数とかっていうのはもし把握ができて分かれば教えてほ

しいと思います。どうでしょうか。 
 
県教委といたしましては、県外の高校から県内の企業にどれだけ就

職してきたかというその数値については残念ながら把握できておりま

せん。 
 
非常に好調な求人倍率と就職内定率なんですけれども、以前より最

近の若い方の短い間で離職される率が結構高いというのが問題だとい
う話をよく聞きますが、その点っていうのは今も同じような感じなん
でしょうか。最初の就職の所では上手くマッチングできなかったお子
さんが、次の所でしっかりマッチングができて、県内で定着するとい
うのも大切なことじゃないかなと思うんですけれども、その辺りどの

ような傾向になっているのか分かれば教えてください。 
 
佐野委員お示しの早期の離職については大きな課題と捉えておりま

して、離職にならないようにマッチングの促進に向けてしっかり取り
組んでいるところでございます。数値については、厚生労働省のデー
タでございますけれども、例えば平成３１年３月の卒業生は３年以内
に離職をしたという数値ですが、山口県においては３０．７％であ
り、約３割が３年以内に離職をしているというデータもございます。
ただこの数値は年々減少傾向にあるということと、全国の数値と比べ
て本県は５ポイント少ない状況にあります。 
 
３０％くらいの方が離職されて、そこからまたどちらに行かれるか

っていうのが気になりますけれども、できれば山口県内でまたマッチ

ングしてもらえればなと思います。よろしくお願いします。 
 
就職を希望する高校生が自分の希望等に沿った就職先に就職できて

良いなと思いますが、子どもの数が減ってきているので、希望者数、
絶対数自体は毎年減少傾向にあると思いますけれども、割合でみたら
卒業者数に対しての就職希望者の割合っていうのは年々どういう傾向
になっておりますでしょうか。 
 
卒業者数に占める就職者の割合というのは、減少傾向にあると捉え
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ております。和泉委員のおっしゃるとおり２０％台の後半が就職を希
望する状況です。以前は３割を越えていたところですが、減少傾向に
はあるというところでございます。理由としましては、学校からの聴

き取りによると、専門高校においてもより専門性を高めたいというこ
とから大学等への進学を希望する生徒が増加している状況がありま
す。 
 
３４ページの一番上の地域産業魅力発見セミナーというところの文

言なんですけれども、「生徒一人ひとりに語りかける座談会等」とあ
るんですが、この文言って以前からありましたか。今回初めてなよう
に感じます。 
 
昨年度もございました。コロナ禍を経て今後は対面形式という活動

をしていく中で、県内企業の魅力等を伝えていけるといいなと考えて
おります。 

 
すみません。多分私今まで気づかなかったと思うんですが、本当こ

のように語りかける座談会にしていただきたいなと思っています。卒
業生とか、山口の若者というのはやっぱり各学校が選んでこの人とい

う形で生徒に話をするのですか。それとも県教委がこの人どうですか
みたいな感じで推薦するのでしょうか。 
 
まず学校の方で適切な人材をというところもありますし、学校の方

からの依頼があり県教委として調整するということもありえるという
ことであります。 
 
各学校でどのようにされているか分からないんですけど、生徒さん

の希望というか生徒がこの人に話を聞きたいとか、ＳＮＳを使ってい
ろんな情報が各会社から流れていると思うので、そういうのを子ども
達もしっかり見ているので、子ども達からの意見を収集するとかをし
て、就職に繋げていただきたいなと思います。 
 
今、小崎委員の御指摘も参考にしながら、より充実したものとなる

よう努めてまいりたいと考えております。それからＩＣＴ環境の活用
について、今現在、山口県にＩターンＵターンをした方の動画である
とか、県内企業による動画、こういった配信をしておりまして、そう
いう場面を活用してまいりたいと考えております。 
 
それでは報告事項３、報告事項４については、以上のとおりとしま

す。 

それでは、協議事項に入りたいと思います。 
協議事項１について、高校教育課から説明をお願いします。 

 
再編整備により設置する新高校について、御協議をお願いいたしま

す。県立高校の再編整備については、令和４年度から令和８年度を計
画期間とする「県立高校再編整備計画 前期実施計画」を昨年１２月
に策定し、これまで、学校の意見などもお聞きしながら、新高校の具
体的な内容について検討を行ってきているところです。本日は、その
うちの、厚狭高校と田部高校の再編統合により設置する新高校の学校
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づくりの方向性につきまして、御説明します。 
 お手元の資料①の３５ページを御覧ください。まず、再編統合後の
新高校のコンセプトですが、１にお示ししていますように、両校の歴

史や伝統、教育の特色等を踏まえ、「学科の枠を越えて、地域・社会
と連携・協働した課題解決型学習や生活の質の向上に向けた実践的・
体験的な教育活動を推進することにより、未来を切り拓き、新たな価
値を創造する力を育む学校」としております。 
次に、新高校の概要についてです。実施年度と設置場所について

は、前期実施計画ですでにお示ししており、令和７年度に、現在の厚
狭高校北校舎を校地として、新高校を設置する予定としております。  
次に、新高校の学科の構成・学級数についてです。まず、設置学科に
ついては、２の（１）にお示ししていますとおり、両校の現在の設置
学科を継承し、「普通科」と「家庭に関する学科」を併置する方向で
考えております。学級規模については、「普通科」「家庭に関する学
科」それぞれ２学級規模と考えております。次に新高校への移行につ

いては、「※」にお示ししているように、新高校では、令和７年度に
第１期生が入学した後、年次進行で移行し、令和９年度に１年生から
３年生までが揃うことになります。次に、３年間の学びについては、
（２）にお示ししています。１年時は、学科ごとに共通の教科・科目

を学習し、２年時から、進路希望や興味・関心に応じて選択した教科
・科目の学習を行うこととしております。普通科では、探究的に物事
を考え、新たな価値を生み出し、将来を見据えて自らのキャリアがデ
ザインできる人材を育成すること家庭に関する学科では、家庭に関す
る専門性を身に付け、他者と協働して地域・社会の生活の質の向上と
社会の発展を担う人材を育成することをめざした選択科目の設置を考
えているところです。なお、具体的な教育内容については、今後、学
校と密に連携しながら検討してまいります。 

 次に、今後の取組についてですが、２の（３）にお示ししています
ように、具体的な教育内容等につきましては、両校の教職員で組織す
る開校準備委員会を設置し、検討してまいります。また、校名等につ
いては、学校関係者等で組織する校名等検討委員会を設置し、検討す
ることとしております。説明は以上ですが、厚狭高校と田部高校の再
編統合により設置する新高校について、御協議をお願いします。 
 
ただいま高校教育課から協議事項１について説明がありましたが、

意見、質問はありますか。 
 
新しい高校のコンセプトを書かれておりますし、高校教育課にも御

説明いただいたのですが、再編計画の中でやはり厚狭高校、田部高
校、どういった活動しているところをどう活かしていかれるのかとい

うところや、学校としてこんな学校を求められるんだろうなというそ
ういう学校像っていうのはある程度県としてもお持ちだと思うんです
けれども、その辺もう少し具体的に御説明いただけると助かります。 
 
まず現在の厚狭高校と田部高校の取組についてでございますけれど

も、両校とも先程説明したように、普通科と家庭に関する学科の設置
となっておりまして、普通科においてはきめ細かな学習指導によっ
て、多様な進路希望に対応するですとか、家庭に関する学科、普通科
もそうでございますが、地域社会と連携した教育活動を展開している
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ところです。家庭に関する学科につきましては、厚狭高校では、地域
の保育園と連携をして、お遊戯会の舞台衣装のデザインをしたり、あ
るいはレストランと提携してコラボ弁当を作ったりしております。田

部高校においてもこちらも地域連携をして田部っこクッキーを作った
り、という教育活動が展開されておりまして、こういう地域と連携を
している教育活動ですとか、きめ細かな進路希望に対応した教育活
動、こういうことを新しい高校においても継承していきたいと考えて
おります。そして、それをまとめたものがコンセプトということにも
なりますけれども、このコンセプトは現在、厚狭高校と田部高校でス
クール・ミッションを取りまとめておりますが、その両校のスクール
・ミッションを統合したような形で示しているところでございます。
今後具体的な教育内容については、学校とも連携をしながら、準備委
員会において検討を進めてまいりたいと思います。そういった生徒一
人ひとりに応じたきめ細かな教育活動ですとか、地域社会とも連携し
た教育活動は推し進めていきたいと考えております。 

 
ありがとうございます。全くの新しい学校ということになると、ど

んな形の学校を作っていかれるのかなって、進学される子ども達も期
待されると思います。その期待に応えるような内容を御用意されてい

れば、行ってみたいなっていう子どもさんも増えるんじゃないかと思
いますので、ぜひ御検討いただければなと思います。 
 
まだこれから先のことかもしれませんが、校舎が厚狭高校の方にな

るということで、今、田部高校の方に通っている生徒さんの通学とか
は何か手当等の構想とかはあるんでしょうか。 
 
次の令和６年度の入学生が厚狭高校、田部高校にそれぞれ入学しま

すけれども、基本的に令和６年度までに田部高校に入学した生徒はそ
のまま田部高校で学びを続けるということになります。新たに令和７
年度に新高校が厚狭高校の方に設置をされますけれども、その入学生
は全て厚狭高校の方で学びを進めるということになります。現在、田
部高校に通っている生徒が厚狭高校の方に移動して学びを続けるとい
う形ではございません。併せて申し上げると、現在、今、中学校２年
生、１年生で田部高校に進学を考えていたんだけれども、田部高校へ
の進学が叶わなくなったから、新しい厚狭高校にできる新高校に行き
たいという場合には旧市町村でいう菊川町に学校が無くなる形になり
ますので、そういった形での遠距離での通学を強いられるというケー
スにおいては、通学の支援をするという事業が今年度から立ち上がっ
ているところでございます。 
 

どのくらいの距離があるのでしょうか。 
 
田部高校は小月駅からバスで１２分かかります。厚狭高校は厚狭駅

から徒歩で２０分少々くらいです。菊川からバスに乗って駅を出て小
月から厚狭駅までＪＲで、それが１３分かかります。ですからトータ
ルで１時間かからないくらいではないかと思います。 
 
それでは、協議事項１については、以上のとおりとします。 

 次に、次回の教育委員会会議の日程について、教育政策課から説明
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次回の教育委員会会議は、令和５年６月１６日（金） 

午後３時を予定しております。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


